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補助金名 森林組合事業補助金

2,128

S37 51年度 年度

2,215
1

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではあり
ません。また、当該年度は当初予算額を記載しております。

（公募の場合）
公募時期

補助金の目的
及び

補助対象事業

経過年数

　林業振興の中核である森林組合を強化、助成していくことにより、組合の指導による
林業後継者の育成、技術の向上及び山林所有者の造林意欲を高める。また、森林組
合において一定の条件を満たす作業員の雇用に係わる社会保険などの事業主負担を
軽減することにより社会保険などの加入を促進し、林業従事者の労働環境の改善に努
め、担い手対策を積極的に推進し、森林の持つ公益的機能の拡充と森林資源の造成を
図る。

補助開始年度

2,451

交付先決定方法 　　□　非公募

2,305

       補助金調書

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

当該年度 前年度 前々年度 前々々年度

担当課
（連絡先）

農林水産局農林部森林・林政課
(ＴＥＬ 092-711-4846　)

1

交　付　先 □　団体

（公募の場合）
応募要件

福岡市森林組合 区分 その他の補助金

前年度補助事業
の主な実施概要

・森林保全推進員設置（森林組合と組合員の連絡調整，各種調査）
・指導，研究（林業情報誌購入，間伐材有効利用研究）
・林業労務対策助成（健康診断，退職共済掛金）
・林業後継者対策（林業体験学習，視察）

補助金交付
による効果

（１）森林組合の指導研究活動等により間伐、枝打ち等の育林技術の向上が図られ、経
済性が高く、水源かん養など公益性の高い活力ある森林が造成できる。
（２）林家の生産性の向上と所得の増大が図られ、林家の経営意欲が高められる。
（３）森林組合の林業従事者の労働安全衛生の充実、技術、技能の向上、福利厚生の
充実など森林整備の担い手対策が促進できる。

交付対象経費及び
補助金の算定方法

等
　□　定率

森林保全推進員の設置・・・対象事業費の９／１０以内
指導・研究
林業労務対策助成　　　　　　　　　・・・対象事業費の１／２以内
林業後継者対策
作業班員の社会保険料事業主負担・・・対象事業費の１／２
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